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◎新潟県訓令第９号 

部     局 

事 務 所 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）により資金前渡職員を置く組織（昭和57年３月新潟県訓令第９

号）の一部を次のように改正し、平成26年４月１日から実施する。 

平成26年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第

133条第１項第５号の規定により資金前渡職員を置

く組織を次のとおり定め、昭和57年４月１日から実

施する。 

 （略） 

   〃   〃  生活保安課 

   〃   〃  サイバー犯罪対策課 

 （略） 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第

133条第１項第５号の規定により資金前渡職員を置

く組織を次のとおり定め、昭和57年４月１日から実

施する。 

 （略） 

   〃   〃  生活保安課 

 

 （略） 

 


